
指
定
年
月
日

種

類

題

名

制
作
社
名

又
は
配
給
社
名

指
定
理
由

令
六
・

十
・
一
一

映

画

誘
惑
マ
マ
さ
ん

レ
ッ
ツ
ラ
性
春
！

オ
ー
ピ
ー
映
画

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

変
身
人
形

肢
体
を
愛
で
る
指
先

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

と
ろ

美
乳
若
妻
と
巨
乳
女
将

蕩
け
る
お
宿

オ
ー
ピ
ー
映
画

公
安
委
員
会
規
則

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

令
和
六
年
度
定
期
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

特
例
休
猟
区
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

鳥
獣
保
護
区
の
更
新
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

特
定
猟
具
（
銃
）
使
用
禁
止
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
職
員
の
人
事
記
録
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

公

告

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五

正

誤

令
和
六
年
九
月
十
八
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
六
一
）
に
登
載
の
大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号
（
国

土
利
用
計
画
法
施
行
令
に
よ
る
基
準
地
の
単
位
面
積
当
た
り
の
標
準
価
格
）
中
の
訂
正
…
…
…
…
…
…
一
五

〇
公
安
委
員
会
規
則

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

目

次

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
６
年
１０月

２９日
大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

平
川

加
奈
江

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１０号

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
５１年

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
１４条

中
第
４
号
を
削
り
、
第
５
号
を
第
４
号
と
し
、
第
６
号
か
ら
第
１１号

ま
で
を
１
号
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。
附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
１１月

１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令

和

六

年

（ 火 曜 日 ）

第
五
五
五
号

十
月
二
十
九
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
公
安
委
規
則
・
告
示
）

一



〃

〃

京
美
人

蜜
月
の
一
夜

オ
ー
ピ
ー
映
画

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

種
畜
証
明
書
番
号

名
前

（
登
記
・
登
録
番
号
）

品
種

検
査
成
績

３２３４４０１０００１
Ｂ
２１‐３５６

そ
の
他

級
外

３２２４４０１０００４
Ｂ
２１‐４９７

そ
の
他

級
外

３２３４４０１０００２
リ
ト
ル
モ
ー
ト
ン
フ
ジ
サ
ク

ラ
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

１
０６６１

（
日
豚
Ｂ
種
Ｂ
Ｂ

４４‐
A０００６６１）

バ
ー
ク
シ
ャ
ー
種

２
級

３２３４４０１０００３
デ
イ
ツ
シ
ヤ
ム
チ
ク
ゴ
７１

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
３

０６９７
（
日
豚
Ｂ
種

Ｂ
Ｂ
４４‐

Ａ
０００６９７）

バ
ー
ク
シ
ャ
ー
種

２
級

３２３４４０１０００５
Ｂ
２２‐４７３

そ
の
他

級
外

３２２４４０１００１７
Ｄ
２１‐４１３

そ
の
他

級
外

３２２４４０１００１６
シ
ム
コ
リ
ス
タ
ー
オ
オ
イ

タ
ケ
ン
１

０５７８
（
日
豚
Ｄ
種

Ｄ
Ｄ
４４‐

Ａ
０００２１８）

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

２
級

３２３４４０１０００６
Ｄ
２１‐６６４

そ
の
他

級
外

３２３４４０１０００７
Ｄ
２１‐７０７

そ
の
他

級
外

３２３４４０１０００８
ビ
ッ
ク
ド
リ
ー
ム
オ
オ
イ

タ
ケ
ン
１

０００６
（
日
豚
Ｄ
種

Ｄ
Ｄ
４４‐

Ａ
０００２２１）

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

２
級

３２３４４０１００１０
Ｄ
２２‐３６

そ
の
他

級
外

３２３４４０１００１１
Ｄ
２２‐１６５

そ
の
他

級
外

３２２４４０１０００６
Ｌ
２１‐３９６

そ
の
他

級
外

３２３４４０１００１３
Ｌ
２２‐４２９

そ
の
他

級
外

３２１４４０１００１０
Ｗ
２０‐２０７

そ
の
他

級
外

３２１４４０１００１３
Ｗ
２０‐５５８

そ
の
他

級
外

３２２４４０１００１１
Ｗ
２１‐６０２

そ
の
他

級
外

３２２４４０１００１２
Ｗ
２１‐６２２

そ
の
他

級
外

３２３４４０１００１５
Ｗ
２２‐２０４

そ
の
他

級
外

３２３４４０１００１６
Ｗ
２２‐３８７

そ
の
他

級
外

３２４４４０１０００１
デ
イ
ツ
シ
ヤ
ム
ナ
マ
ジ
ャ

ラ
オ
オ
イ
タ
ケ
ン

１
０１４６

（
日
豚
Ｂ
種
Ｂ
Ｂ

４４‐
A０００６０８）

バ
ー
ク
シ
ャ
ー
種

２
級

３２４４４０１０００２
Ｂ
２３‐１９１

そ
の
他

級
外

３２４４４０１０００３
シ
ム
コ
ビ
ッ
ク
オ
オ
イ
タ

ケ
ン
１

００２６
（
日
豚
Ｄ
種

Ｄ
Ｄ
４４‐

Ａ
０００２２３）

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

２
級

３２４４４０１０００４
Ｄ
２３‐１８３

そ
の
他

級
外

３２４４４０１０００５
Ｄ
２３‐１８４

そ
の
他

級
外

３２４４４０１０００６
Ｌ
２２‐５９８

そ
の
他

級
外

３２４４４０１０００７
Ｌ
２３‐２２８

そ
の
他

級
外

３２４４４０１０００８
Ｌ
２３‐２８５

そ
の
他

級
外

３２４４４０１０００９
Ｗ
２３‐２１

そ
の
他

級
外

１０８４２４８４８５３
安
森
照

（
全
和
黒
高
２０５４）

黒
毛
和
種

１
級

１１３４４６５６８８５
隆
之
森

（
全
和
黒
原
５９２０）

黒
毛
和
種

１
級

１１５０８３９７４３２
松
吹
雪

（
全
和
黒
原
６１０８）

黒
毛
和
種

１
級

１１５３７６３８８８９
桜
花
久

（
全
和
黒
原
６２１９）

黒
毛
和
種

１
級

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
令
和
六
年
度
の

定
期
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

二



１１５５４６６４９６０
加
代
白
清

（
全
和
黒
高
２０５９）

黒
毛
和
種

１
級

１１４２５０２６９９６
葵
白
清

（
全
和
黒
１５４７１）

黒
毛
和
種

１
級

１１５６４４０４１５０
繁
百
合

（
全
和
黒
原
６２７４）

黒
毛
和
種

１
級

１１５５４６６３４２０
安
白
清

（
全
和
黒
原
６２７５）

黒
毛
和
種

１
級

１１５７５８１３８２８
百
合
文
福

（
全
和
黒
原
６３１５）

黒
毛
和
種

１
級

１１３８４１７５４０７
福
富
白
清

（
全
和
黒
原
６３５２）

黒
毛
和
種

１
級

１１５７５８１０６２９
秋
桜
幸

（
全
和
黒
原
６３５３）

黒
毛
和
種

１
級

１１６００８２２０２３
光
安
花

（
全
和
黒
原
６３５４）

黒
毛
和
種

１
級

１１３９１６４３５１７
寿
恵
高
盛

（
全
和
黒
原
６４１０）

黒
毛
和
種

１
級

１１６１３７１６０３６
平
福
富

（
全
和
黒
原
６４２３）

黒
毛
和
種

１
級

１１６１３８１１１１３
幸
照
茂

（
全
和
黒
原
６４２２）

黒
毛
和
種

１
級

１１４１７２２３７１６
高
福
花

（
全
和
黒
原
６４２１）

黒
毛
和
種

１
級

１１６１３８２９１６３
葵
安
花

（
全
和
黒
原
６４８４）

黒
毛
和
種

１
級

１１６１３８２４７５５
睦
百
合

（
全
和
黒
原
６４８３）

黒
毛
和
種

１
級

１１４０８０８６２２１
富
勝
幸

（
全
和
黒
原
６５５０）

黒
毛
和
種

１
級

１１４１３９３９６６６
福
勝
久

（
全
和
黒
原
６５５１）

黒
毛
和
種

１
級

１１３４３９８５７４０
葵
正
鶴

（
全
和
黒
原
６５１１）

黒
毛
和
種

１
級

１１３９５０９５８８６
勝
乃
藤

（
全
和
黒
原
６５８４）

黒
毛
和
種

１
級

１１６１３８２００２３
勝
幸
久

（
全
和
黒
原
６５８３）

黒
毛
和
種

１
級

１１６４９５１５０２３
幸
千
風

（
全
和
黒
原
６５９８）

黒
毛
和
種

１
級

１１６６１９１１３１５
秀
保
久

（
全
和
２２子

大
分
黒
４９６１）

黒
毛
和
種

１
級

１１４４８０２６３５５
葵
清
国

（
全
和
２２子

大
分
黒
１０８８７）

黒
毛
和
種

１
級

１１３９８０３６２７５
福
之
蔵

（
全
和
２３子

大
分
黒
２００２）

黒
毛
和
種

２
級

１１４４８０２６３６２
加
代
清
国

（
全
和
２２子

大
分
黒
１０８８８）

黒
毛
和
種

１
級

11588937504
福
吹
雪

（
全
和
23子
大
分
黒
3006）

黒
毛
和
種

２
級

１１６７０１９２７３６
煌
白
清

（
全
和
２３子

大
分
黒
３５７７）

黒
毛
和
種

２
級

３２２４４０２０００１
Ａ
１７７９

そ
の
他

級
外

３２２４４０２０００２
Ａ
１７９３

そ
の
他

級
外

３２１４４０２０００８
Ａ
２６０

そ
の
他

級
外

３２１４４０２００１３
Ａ
３５１

そ
の
他

級
外

３２１４４０２００１６
Ａ
３８８

そ
の
他

級
外

３２１４４０２００１８
Ａ
３９７

そ
の
他

級
外

３２１４４０２００３０
Ａ
５８１

そ
の
他

級
外

３２１４４０２００５２
Ａ
７７７

そ
の
他

級
外

３２１４４０２００５３
Ａ
７８８

そ
の
他

級
外

３２１４４０２００５９
Ａ
８５２

そ
の
他

級
外

３２４４４０２０００１
Ｄ
Ｂ
９３７１

そ
の
他

級
外

３２４４４０２０００２
Ｄ
Ｂ
９３８８

そ
の
他

級
外

３２４４４０２０００３
Ｄ
Ｂ
９３９６

そ
の
他

級
外

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



３２４４４０２０００４
Ｄ
Ｂ
９４７０

そ
の
他

級
外

３２４４４０２０００５
Ｄ
Ｂ
９４７２

そ
の
他

級
外

３２４４４０２０００６
Ｄ
Ｂ
９５０３

そ
の
他

級
外

３２４４４０２０００７
Ｄ
Ｂ
９５１３

そ
の
他

級
外

３２４４４０２０００８
Ｄ
Ｂ
９５５４

そ
の
他

級
外

３２４４４０２０００９
Ｄ
Ｂ
９５５５

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００１０
Ｄ
Ｂ
９５６９

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００１１
Ｄ
Ｂ
９８５１

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００１２
Ｄ
Ｂ
９９２３

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００１３
Ｄ
Ｂ
９９２６

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００１４
Ｄ
Ｂ
９９４１

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００１５
Ｄ
Ｂ
９９８５

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００１６
Ｄ
Ｂ
９９９７

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００１７
Ｄ
Ｂ
９９９８

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００１８
Ｄ
Ｃ
００１０

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００１９
Ｄ
Ｃ
００６３

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００２０
Ｄ
Ｃ
００６５

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００２１
Ｄ
Ｃ
０３１３

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００２２
Ｄ
Ｃ
０３２６

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００２３
Ｄ
Ｃ
０３４３

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００２４
Ｄ
Ｃ
０３４８

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００２５
Ｄ
Ｃ
０３４９

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００２６
Ｄ
Ｃ
０３８３

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００２７
Ｄ
Ｃ
０３８４

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００２８
Ｄ
Ｃ
０３８５

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００２９
Ｄ
Ｃ
０４００

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００３０
Ｄ
Ｃ
０４０２

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００３１
Ｄ
Ｃ
０４２１

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００３２
Ｄ
Ｃ
０４２３

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００３３
Ｄ
Ｃ
１０４２

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００３４
Ｄ
Ｃ
１０６１

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００３５
Ｄ
Ｃ
１０７６

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００３６
Ｄ
Ｃ
１０７９

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００３７
Ｄ
Ｃ
１０９２

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００３８
Ｄ
Ｃ
１０９５

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００３９
Ｄ
Ｃ
１０９６

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００４０
Ｄ
Ｃ
１１０５

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００４１
Ｄ
Ｃ
１１１９

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００４２
Ｄ
Ｃ
１１２５

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００４３
Ｄ
Ｃ
１１２７

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００４４
Ｌ
Ｌ
９７６２

そ
の
他

級
外

３２３４４０２０００８
Ｔ
Ｌ
４４０７

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００４５
Ｔ
Ｌ
５０５７

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００４６
Ｔ
Ｌ
７７１０

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００４７
Ｔ
Ｌ
７７１４

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００４８
Ｔ
Ｌ
７７４１

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００４９
Ｔ
Ｌ
７７４２

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００５０
Ｔ
Ｗ
２１１５

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００５１
Ｔ
Ｗ
４５７１

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００５２
Ｔ
Ｗ
４９４５

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００５３
Ｔ
Ｗ
５２１４

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００５４
Ｔ
Ｗ
５２４８

そ
の
他

級
外

３２２４４０２００２８
Ｕ
９４４４

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００５５
Ｕ
９５２６

そ
の
他

級
外

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日
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３２４４４０２００５６
Ｕ
９８０５

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００５７
Ｕ
９８０６

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００５８
Ｕ
９８３５

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００５９
Ｕ
９８８９

そ
の
他

級
外

３２４４４０２００６０
Ｕ
９９２５

そ
の
他

級
外

１１４０５３２３６６４
安
美
星

（
全
和
黒
１５２６３）

黒
毛
和
種

１
級

１１５２９０１２６６６
佐
倉
松

（
全
和
黒
１５３３７）

黒
毛
和
種

１
級

１１５０８８７３９４３
勝
白
清

（
全
和
黒
原
６１９２）

黒
毛
和
種

１
級

１１４６９４６４２１１
主
太
皆

（
全
和
黒
原
６２９０）

黒
毛
和
種

１
級

１１４００２２８９８８
英
治
郎

（
全
和
黒
原
６３７９）

黒
毛
和
種

１
級

１１６００６００３２４
真
剣
佑

（
全
和
黒
原
６４４３）

黒
毛
和
種

２
級

１１４１３９３６４４３
宣
蔵
（
全
和
黒
原
６４４４）

黒
毛
和
種

１
級

１１６１３８９７６４３
陸
利
奈

（
全
和
黒
１５８３０）

黒
毛
和
種

１
級

１１３４３９８６６１７
十
十
呂

（
全
和
黒
原
６４８５）

黒
毛
和
種

１
級

１１６２８４９７３７１
天
兎
（
全
和
黒
原
６５２２）

黒
毛
和
種

１
級

１１３７４７８１２４３
侍
侍
（
全
和
黒
１５９６０）

黒
毛
和
種

１
級

１１５５５７０３１０１
星
治
郎

（
全
和
黒
１６０３７）

黒
毛
和
種

１
級

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
地
域

認
証
年
月
日

大
分
市

平
三
一
・
四
・
一
か
ら

令
三
・
二
・
二
七
ま
で
大
分
市
大
字
白
木
の
一

部
の
地
籍
図
及
び
地
籍

簿

大
分
市
大
字
白
木
の

一
部

令
六
・
一
〇
・
一

大
分
市

令
元
・
七
・
二
か
ら

令
三
・
三
・
一
五
ま
で
大
分
市
大
字
一
尺
屋
の

一
部
の
地
籍
図
及
び
地

籍
簿

大
分
市
大
字
一
尺
屋

の
一
部

令
六
・
一
〇
・
一

杵
築
市

令
二
・
一
二
・
二
六
か

ら令
五
・
三
・
一
〇
ま
で

杵
築
市
大
字
奈
多
の
一

部
の
地
籍
図
及
び
地
籍

簿

杵
築
市
大
字
奈
多
の

一
部

令
六
・
一
〇
・
一

杵
築
市

令
三
・
六
・
一
〇
か
ら

令
五
・
三
・
六
ま
で

杵
築
市
大
字
大
内
の
一

部
の
地
籍
図
及
び
地
籍

簿

杵
築
市
大
字
大
内
の

一
部

令
六
・
一
〇
・
一

杵
築
市

令
三
・
六
・
一
〇
か
ら

令
五
・
三
・
一
〇
ま
で
杵
築
市
山
香
町
大
字
南

畑
の
一
部
の
地
籍
図
及

び
地
籍
簿

杵
築
市
山
香
町
大
字

南
畑
の
一
部

令
六
・
一
〇
・
一

豊
後
大
野
市
令
二
・
六
・
二
五
か
ら

令
四
・
二
・
二
五
ま
で
豊
後
大
野
市
三
重
町
内

田
の
一
部
の
地
籍
図
及

び
地
籍
簿

豊
後
大
野
市
三
重
町

内
田
の
一
部

令
六
・
一
〇
・
一

豊
後
大
野
市
令
三
・
七
・
三
か
ら

令
五
・
一
・
三
一
ま
で
豊
後
大
野
市
千
歳
町
船

田
の
一
部
の
地
籍
図
及

び
地
籍
簿

豊
後
大
野
市
千
歳
町

船
田
の
一

令
六
・
一
〇
・
一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地

籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
鳥
獣
（
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
）
の
捕
獲
等
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
区
域
を
指
定
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五



名
称
及
び
所
在
場
所

存
続
期
間

区

域

及

び

面

積

赤
松
特
例
休
猟
区

（
国
東
市
）

令
六
・
一
一
・
一

〜
令
九
・
一
〇
・

三
一

国
東
市
大
字
赤
松
の
市
道
オ
レ
ン
ジ
ロ
ー
ド
国
東
線
と
県
道

豊
後
大
野
国
東
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
県
道
を
西
へ
進

み
、
市
道
古
柄
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
西
に
進

み
、
市
道
子
ビ
キ
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
東
に
進

み
、
市
道
麻
田
丸
小
野
線
に
至
り
、
同
市
道
を
南
東
に
進
み
、

市
道
オ
レ
ン
ジ
ロ
ー
ド
武
蔵
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を

北
に
進
み
市
道
オ
レ
ン
ジ
ロ
ー
ド
国
東
線
の
交
点
に
至
り
、
同

市
道
を
北
に
進
み
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
二
、
四
四

七
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

植
木
三
宅
特
例
休
猟

区（
竹
田
市
）

令
六
・
一
一
・
一

〜
令
九
・
一
〇
・

三
一

国
道
四
四
二
号
と
県
道
竹
田
直
入
線
（
四
七
号
線
）
と
の
交

点
を
起
点
と
し
、
同
交
点
か
ら
県
道
竹
田
直
入
線
を
北
西
に
進

み
竹
田
市
と
久
住
町
と
直
入
町
の
境
界
に
至
り
、
竹
田
市
と
直

入
町
の
境
界
を
北
東
に
進
み
竹
田
市
と
豊
後
大
野
市
と
の
境
界

に
至
り
、
同
境
界
を
南
東
に
進
み
国
道
四
四
二
号
と
の
交
点
に

至
り
、
同
国
道
を
南
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面

積
一
、
四
五
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

中
川
特
例
休
猟
区

（
日
田
市
）

令
六
・
一
一
・
一

〜
令
九
・
一
〇
・

三
一

日
田
市
天
瀬
町
の
国
道
二
一
〇
号
と
市
道
天
瀬
五
馬
幹
線
一

号
の
交
点
（
天
瀬
郵
便
局
前
）
を
起
点
と
し
、
こ
れ
よ
り
同
市

道
を
南
に
進
み
市
道
亀
石
女
子
畑
一
号
線
に
至
る
。
こ
れ
よ

り
、
市
道
亀
石
女
子
畑
一
号
線
を
西
に
進
み
、
県
道
岩
戸
五
馬

日
田
線
に
至
り
、
こ
れ
よ
り
同
線
を
北
西
の
大
鳥
方
面
に
進

み
、
花
香
・
塔
ノ
本
・
金
迫
集
落
を
経
て
市
道
川
原
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
川
原
線
を
北
東
に
進
み
国
道
二
一
〇
号
線
に
至

り
、
同
国
道
を
天
瀬
振
興
局
方
面
に
進
み
起
点
に
至
る
線
に
囲

ま
れ
た
面
積
一
、
〇
三
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

米
神
山
特
例
休
猟
区

（
宇
佐
市
）

令
六
・
一
一
・
一

〜
令
九
・
一
〇
・

三
一

宇
佐
市
安
心
院
町
佐
田
の
県
道
山
香
院
内
線
と
県
道
佐
田
山

香
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
県
道
を
北
東
に
進
み
、
県
道

佐
田
駅
川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
北
北
西
に
進
み
、

市
道
日
足
・
正
覚
寺
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
東
に

進
み
、
市
道
平
ヶ
倉
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
東
に
進

み
、
市
道
山
蔵
平
ヶ
倉
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
東
に

進
み
、
市
道
平
ヶ
倉
八
郎
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北

東
に
進
み
、
市
道
平
ヶ
倉
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北

東
に
進
み
、
宇
佐
市
と
杵
築
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
境
界
を

南
東
に
進
み
、
市
道
古
本
本
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を

北
西
に
進
み
、
市
道
古
川
大
見
尾
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市

道
を
東
に
進
み
、
市
道
小
伴
ノ
木
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市

道
を
南
東
に
進
み
、
宇
佐
市
と
杵
築
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同

境
界
を
南
西
に
進
み
、
県
道
山
香
院
内
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
県
道
を
北
北
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積

一
、
七
四
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

名
称
及
び
所
在
場
所

存
続
期
間

区

域

及

び

面

積

山
香
鳥
獣
保
護
区

（
杵
築
市
）

令
六
・
一
一
・
一

〜
令
一
六
・
一
〇

・
三
一

杵
築
市
山
香
町
大
字
倉
成
の
立
石
川
に
架
か
る
又
井
橋
を
起

点
と
し
、
市
道
又
井
田
染
線
を
北
東
に
進
み
、
県
道
新
城
山
香

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
北
に
進
み
、
杵
築
市
と
豊
後

高
田
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
境
界
を
東
に
進
み
、
囲
観
音
堂

に
至
り
、
同
所
か
ら
登
山
道
を
南
西
に
進
み
、
市
道
日
出
大
田

線
に
至
り
、
同
市
道
を
南
西
に
進
み
、
市
道
柚
ノ
迫
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
に
進
み
、
市
道
小
武
・
中
村
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
西
に
進
み
、
立
石
川
に
架
か
る
高
木

橋
に
至
り
、
同
川
の
左
岸
を
南
に
進
み
、
八
坂
川
と
の
合
流
点

に
至
り
、
同
川
の
左
岸
を
南
西
に
進
み
、
大
井
手
橋
に
至
り
、

国
道
一
〇
号
を
北
に
進
み
、
主
要
地
方
道
山
香
院
内
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
主
要
地
方
道
を
西
に
進
み
、
市
道
重
永
二
号
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
に
進
み
、
市
道
小
谷
一
号
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
東
に
進
み
、
市
道
小
谷
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
東
に
進
み
、
市
道
日
出
大
田
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
東
に
進
み
、
国
道
一
〇
号
と

の
交
点
に
至
り
、
同
国
道
を
北
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲

ま
れ
た
面
積
七
三
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

関
崎
鳥
獣
保
護
区

（
大
分
市
）

令
六
・
一
一
・
一

〜
令
一
六
・
一
〇

大
分
市
佐
賀
関
の
国
道
二
一
七
号
と
町
道
上
浦
一
号
線
と
の

交
点
を
起
点
と
し
、
北
に
進
み
、
海
岸
線
に
至
り
、
同
海
岸
線

を
東
に
進
み
、
若
獅
子
鼻
、
福
水
、
関
崎
、
大
黒
、
小
黒
及
び

大
分
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二

十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

六



・
三
一

幸
の
浦
を
経
て
、
大
字
関
と
大
字
白
木
の
大
字
境
界
で
県
道
佐

賀
関
循
環
線
に
至
り
、
同
県
道
を
南
に
進
み
、
秋
の
江
ト
ン
ネ

ル
を
経
て
起
点
に
至
る
線
に
結
ば
れ
た
区
域
に
、
高
島
、
蔦
島

を
含
め
た
面
積
六
八
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

大
島
鳥
獣
保
護
区

（
佐
伯
市
）

令
六
・
一
一
・
一

〜
令
一
六
・
一
〇

・
三
一

佐
伯
市
鶴
見
大
字
大
島
の
う
ち
、
大
島
、
小
間
島
及
び
高
手

島
の
面
積
一
八
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

荒
平
鳥
獣
保
護
区

（
豊
後
大
野
市
）

令
六
・
一
一
・
一

〜
令
一
六
・
一
〇

・
三
一

豊
後
大
野
市
緒
方
町
上
年
野
の
徳
田
川
に
架
か
る
上
年
野
橋

を
起
点
と
し
、
市
道
上
年
野
線
を
東
に
進
み
、
市
道
上
年
野
久

土
知
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
東
に
進
み
、
久
土
知
集

落
を
経
て
市
道
荒
平
姥
社
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南

東
に
進
み
、
市
道
天
上
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
東

に
進
み
、
市
道
井
上
上
冬
原
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を

南
西
に
進
み
、
市
道
荒
平
姥
社
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道

を
南
西
に
進
み
、
緒
方
町
冬
原
の
監
物
橋
に
至
り
、
同
橋
よ
り

市
道
荒
平
監
物
線
を
北
西
に
進
み
、
市
道
下
徳
田
冬
原
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
西
に
進
み
、
緒
方
町
冬
原
の
源
橋

に
至
り
、
同
橋
よ
り
徳
田
川
の
右
岸
を
北
西
に
進
み
起
点
に
至

る
線
で
囲
ま
れ
た
面
積
二
七
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

熊
野
鳥
獣
保
護
区

（
豊
後
高
田
市
）

令
六
・
一
一
・
一

〜
令
一
六
・
一
〇

・
三
一

豊
後
高
田
市
田
染
平
野
の
市
道
熊
野
山
香
線
と
市
道
熊
野
線

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
市
道
熊
野
線
を
南
東
に
進
み
、
同
市

道
の
終
点
（
胎
蔵
寺
）
に
至
り
、
東
側
の
尾
根
を
東
に
進
み
、

通
称
御
世
帯
場
と
呼
ば
れ
て
い
る
岩
に
至
り
、
尾
根
を
南
東
に

進
み
、
豊
後
高
田
市
と
杵
築
市
山
香
町
と
の
境
界
に
至
り
、
同

境
界
を
南
西
に
進
み
、
県
道
新
城
山
香
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
県
道
を
北
に
進
み
、
市
道
熊
野
山
香
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
市
道
を
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
二
七

ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

宇
佐
神
宮
鳥
獣
保
護

区（
宇
佐
市
）

令
六
・
一
一
・
一

〜
令
一
六
・
一
〇

・
三
一

宇
佐
市
大
字
和
気
の
国
道
一
〇
号
と
県
道
和
気
佐
野
線
と
の

交
点
を
起
点
と
し
、
同
国
道
を
南
西
に
進
み
、
市
道
日
足
正
覚

寺
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
に
進
み
、
日
足
集
落
と

宮
迫
集
落
と
を
結
ぶ
農
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
農
道
を
南
に

進
み
、
市
道
宮
迫
東
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
西
に

進
み
、
市
道
宮
迫
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
西
に
進

み
、
市
道
宇
佐
神
宮
裏
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
西
に

進
み
、
宮
迫
集
落
と
瀬
割
集
落
と
を
結
ぶ
集
落
道
と
の
交
点
に

至
り
、
同
集
落
道
を
西
に
進
み
、
谷
山
集
落
と
大
善
寺
集
落
と

を
結
ぶ
集
落
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
集
落
道
を
北
に
進
み
、

成
久
橋
（
市
道
宇
佐
魚
町
線
）
に
至
り
、
同
橋
を
北
東
に
進

み
、
寄
藻
の
左
岸
に
至
り
、
同
川
の
左
岸
を
南
東
に
進
み
、
末

参
橋
（
市
道
宮
迫
線
）
に
至
り
、
同
橋
を
北
東
に
進
み
、
市
道

伏
田
西
線
に
至
り
、
同
市
道
を
北
西
に
進
み
、
国
道
一
〇
号
と

の
交
点
に
至
り
、
大
分
県
立
宇
佐
高
等
学
校
の
通
学
路
を
北
に

進
み
、
市
道
伏
田
北
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
西
に

進
み
、
市
道
円
通
寺
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
に
進

み
、
市
道
放
生
会
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
北
東
に
進

み
、
県
道
和
気
佐
野
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道
を
南
東
に

進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
三
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

の
区
域

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
四
百
九
十
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
を
指
定
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一
１

名
称

関
崎
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

２

区
域

大
分
市
佐
賀
関
高
島
と
そ
の
周
辺
の
白
滝
島
、
船
間
島
、
ア
シ
カ
島
を
始
め
と
す
る
小
島
を
含
む
面

積
九
十
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

３

存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

⑴

指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

⑵

指
定
目
的

大
分
市
佐
賀
関
の
佐
賀
関
半
島
東
部
に
位
置
す
る
高
島
本
島
と
周
辺
の
小
島
を
含
む
区
域
で
、
特

に
高
島
本
島
は
瀬
戸
内
海
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
植
生
は
、
亜
熱
帯
植
物
が
よ
く
茂
り
、

ま
た
、
シ
イ
、
タ
ブ
等
の
広
葉
樹
の
ほ
か
、
マ
ツ
の
天
然
林
も
点
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
多
様

な
自
然
環
境
を
反
映
し
、
国
内
最
南
端
の
ウ
ミ
ネ
コ
営
巣
地
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
多
数
の
鳥
獣
の

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
告
示
）

七



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

名
称
及
び
所
在
場
所

存
続
期
間

区

域

及

び

面

積

昭
和
新
田
特
定
猟
具

（
銃
）
使
用
禁
止
区

域（
中
津
市
）

令
六
・
一
一
・
一

〜
令
一
六
・
一
〇

・
三
一

中
津
市
大
字
定
留
の
県
道
中
津
高
田
線
と
市
道
小
路
和
間
線

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
市
道
を
北
に
進
み
、
天
貝
川
に
か

か
る
小
路
橋
と
の
交
点
に
至
り
、
天
貝
川
の
左
岸
を
北
に
進

み
、
天
貝
川
河
口
に
至
り
、
今
津
港
に
至
る
堤
防
を
南
東
に
進

み
、
諸
田
地
区
排
水
施
設
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
諸
津

川
の
右
岸
を
西
に
進
み
、
県
道
中
津
高
田
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
県
道
を
西
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積

一
三
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長

メ
ー
ト
ル

県
道
森
耶
馬

溪
線

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
柿
坂
字
池
ノ

平
一
三
八
六
番
一
三
地
先
か
ら

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
柿
坂
字
池
ノ

平
一
三
七
八
番
二
ま
で

前

三
〇
・
七

〜

九
・
四

二
四
〇
・
〇

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
柿
坂
字
池
ノ

平
一
三
八
六
番
一
三
か
ら

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
柿
坂
字
池
ノ

平
一
三
七
八
番
二
ま
で

後

五
五
・
九

〜

九
・
四

二
四
〇
・
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

生
息
環
境
と
し
て
重
要
な
地
域
で
あ
る
た
め
。

⑶

管
理
方
針

ひ
つ

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
な
ど
に
よ
り
、
静
謐
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生

息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。
シ
イ
、
タ
ブ
等
の
広
葉
樹
林
や
マ
ツ
天

然
林
、
亜
熱
帯
植
生
の
樹
林
な
ど
、
多
様
な
自
然
環
境
を
適
切
に
保
持
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
に
著

し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

二
１

名
称

宇
佐
神
宮
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

２

区
域

宇
佐
市
大
字
南
宇
佐
の
寄
藻
川
右
岸
と
市
道
宮
迫
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
市
道
を
南
西
に
進

み
、
市
道
宇
佐
神
宮
裏
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
西
に
進
み
、
宮
迫
集
落
と
瀬
割
集
落
と
を
結

ぶ
集
落
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
集
落
道
を
西
に
進
み
、
宇
佐
神
宮
の
社
寺
有
林
と
民
有
林
と
の
境
界

と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
を
北
に
進
み
、
寄
藻
川
の
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
川
の
右
岸
を
北
東

に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
面
積
二
十
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域

３

存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

⑴

指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

⑵

指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
宇
佐
平
野
の
南
東
に
位
置
し
、
標
高
十
〜
三
十
五
メ
ー
ト
ル
の
丘
陵
地
帯
で
、
宇

佐
神
宮
を
含
め
、
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
イ
チ
イ
ガ
シ
の
ほ
か
、
シ
イ
、
タ
ブ
、
ク

ス
な
ど
の
広
葉
樹
及
び
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
が
群
生
す
る
う
っ
そ
う
と
し
た
森
林
を
形
成
し
て
お
り
、
鳥

獣
の
生
息
環
境
と
し
て
重
要
な
地
域
で
あ
る
た
め
。

⑶

管
理
方
針

ひ
つ

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
な
ど
に
よ
り
、
静
謐
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生

息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。
鳥
獣
の
生
息
地
の
環
境
を
適
切
に
保
持

し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

大
分
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
（
銃
）
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

八



道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
森
耶
馬
溪
線

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
柿
坂
字
池
ノ
平
一
三
八
六

番
一
三
か
ら

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
柿
坂
字
池
ノ
平
一
三
七
八

番
二
ま
で

令
六
・
一
〇
・
二
九

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
区

域
の
名

称

所

在

地

市
町
村

大

字

字

地

番

又

は

区

域

内
徳
野

２

由
布
市

湯
布
院

町

川
西

小
川
及

び
黒
田

次
の
一
点
か
ら
一
八
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と

一
八
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

一
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
三
秒
三
一
一
二

東
経
一
三
一
度
一
九
分
二
九
秒
四
〇
一
二

二
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
二
秒
五
四
六
七

東
経
一
三
一
度
一
九
分
三
一
秒
〇
六
二
八

三
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
二
秒
三
六
〇
二

東
経
一
三
一
度
一
九
分
三
〇
秒
九
五
三
九

四
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
二
秒
二
七
七
二

東
経
一
三
一
度
一
九
分
三
〇
秒
六
四
九
七

五
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
二
秒
一
五
八
二

東
経
一
三
一
度
一
九
分
三
〇
秒
四
三
三
七

六
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
一
秒
九
三
九
四

東
経
一
三
一
度
一
九
分
三
〇
秒
三
一
五
四

七
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
一
秒
六
六
五
七

東
経
一
三
一
度
一
九
分
三
〇
秒
二
七
五
一

八
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
一
秒
四
一
三
〇

東
経
一
三
一
度
一
九
分
三
〇
秒
二
五
六
九

九
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
一
秒
二
五
八
七

東
経
一
三
一
度
一
九
分
三
〇
秒
三
一
〇
二

一
〇
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
〇
秒
七
七
三
四

東
経
一
三
一
度
一
九
分
三
〇
秒
〇
二
六
七

一
一
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
〇
秒
七
九
一
〇

東
経
一
三
一
度
一
九
分
二
九
秒
八
四
四
〇

一
二
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
〇
秒
九
二
二
二

東
経
一
三
一
度
一
九
分
二
九
秒
四
六
三
〇

一
三
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
〇
秒
九
八
〇
五

東
経
一
三
一
度
一
九
分
二
九
秒
二
九
三
〇

一
四
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
一
秒
〇
一
五
八

東
経
一
三
一
度
一
九
分
二
九
秒
一
五
六
七

一
五
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
一
秒
〇
七
六
九

東
経
一
三
一
度
一
九
分
二
八
秒
八
九
九
七

一
六
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
一
秒
一
〇
六
五

東
経
一
三
一
度
一
九
分
二
八
秒
六
四
六
五

一
七
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
一
秒
八
六
七
八

東
経
一
三
一
度
一
九
分
二
七
秒
四
八
八
〇

一
八
点

北
緯
三
三
度
一
四
分
三
二
秒
五
八
一
六

東
経
一
三
一
度
一
九
分
二
六
秒
九
一
九
六

久
保
２

号

佐
伯
市

弥
生

江
良

久
保
及

び
江
良

次
の
一
点
か
ら
一
三
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と

一
三
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

一
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
一
七
秒
三
三
〇
七

東
経
一
三
一
度
四
九
分
三
四
秒
七
一
四
四

二
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
二
一
秒
七
八
六
九

東
経
一
三
一
度
四
九
分
三
〇
秒
八
一
八
二

三
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
二
三
秒
八
七
四
五

東
経
一
三
一
度
四
九
分
三
四
秒
一
四
四
七

四
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
二
一
秒
二
八
三
九

東
経
一
三
一
度
四
九
分
三
九
秒
一
九
七
八

五
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
二
一
秒
二
四
三
九

東
経
一
三
一
度
四
九
分
三
八
秒
一
四
八
〇

六
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
二
〇
秒
六
一
七
七

東
経
一
三
一
度
四
九
分
三
七
秒
二
六
五
九

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
告
示
）

九



七
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
二
〇
秒
六
六
六
五

東
経
一
三
一
度
四
九
分
三
六
秒
六
七
七
八

八
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
二
〇
秒
三
三
〇
六

東
経
一
三
一
度
四
九
分
三
六
秒
四
二
九
三

九
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
一
九
秒
九
〇
〇
五

東
経
一
三
一
度
四
九
分
三
六
秒
五
六
六
七

一
〇
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
一
九
秒
三
三
〇
二

東
経
一
三
一
度
四
九
分
三
六
秒
三
二
四
八

一
一
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
一
九
秒
〇
一
八
九

東
経
一
三
一
度
四
九
分
三
五
秒
九
六
三
三

一
二
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
一
八
秒
四
六
四
〇

東
経
一
三
一
度
四
九
分
三
六
秒
四
六
〇
五

一
三
点

北
緯
三
二
度
五
六
分
一
七
秒
六
四
六
八

東
経
一
三
一
度
四
九
分
三
五
秒
九
〇
八
九

上
久
保

豊
後
大

野
市
三

重
町

浅
瀬

上
久
保

二
五
八
〇
番
の
一
部
（
標
柱
七
号
、
八
号
及
び
一
号
を
順
次

結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
二
五
八
一
番
の
一
部
（
標
柱

八
号
と
一
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
二
五
八
三
番

二
か
ら
二
五
八
三
番
四
ま
で
、
二
五
八
四
番
一
の
一
部
（
標

柱
七
号
と
八
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
二
五
八
七

番
一
の
一
部
（
標
柱
七
号
と
八
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部

分
）
、
二
五
八
七
番
三
の
一
部
（
標
柱
七
号
と
八
号
を
結
ん

だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
二
五
九
一
番
の
一
部
（
標
柱
七
号

と
八
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
二
五
九
四
番
の
一

部
（
標
柱
七
号
と
八
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
二

五
九
六
番
、
二
五
九
九
番
、
二
六
〇
〇
番
一
か
ら
二
六
〇
〇

番
三
ま
で
、
二
六
〇
二
番
の
一
部
（
標
柱
七
号
と
八
号
を
結

ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
二
六
〇
六
番
の
一
部
（
標
柱
七

号
と
八
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
二
六
〇
七
番
、

二
六
〇
八
番
、
二
六
〇
九
番
一
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号

を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
二
六
〇
九
番
二
、
二
六
一

四
番
一
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の

部
分
）
、
二
六
一
四
番
二
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結

ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
二
六
一
四
番
五
、
二
六
一
五
番

の
一
部
（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部

分
）
、
二
六
一
六
番
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結
ん
だ

線
の
東
側
の
部
分
）
、
二
六
一
七
番
の
一
部
（
標
柱
六
号
と

七
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
二
六
一
八
番
の
一
部

（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
二
六

一
九
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の

石
室

部
分
）
及
び
二
六
二
二
番
の
一
部
（
標
柱
五
号
と
六
号
を
結

ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）

二
八
二
一
番
、
二
八
二
二
番
、
二
八
二
三
番
の
一
部
（
標
柱

二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
二
八
二
四
番

の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）

及
び
二
八
二
五
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線

の
西
側
の
部
分
）

五
分
市

玖
珠
郡

九
重
町

松
木

六
日
市

次
の
一
点
か
ら
一
一
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と

一
一
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

一
点

北
緯
三
三
度
一
五
分
五
〇
秒
七
〇
六
〇

東
経
一
三
一
度
一
一
分
二
八
秒
一
三
九
五

二
点

北
緯
三
三
度
一
五
分
五
一
秒
七
四
五
三

東
経
一
三
一
度
一
一
分
二
七
秒
九
三
一
一

三
点

北
緯
三
三
度
一
五
分
五
四
秒
二
九
七
〇

東
経
一
三
一
度
一
一
分
二
九
秒
六
五
三
九

四
点

北
緯
三
三
度
一
五
分
五
四
秒
七
三
四
〇

東
経
一
三
一
度
一
一
分
三
〇
秒
一
八
九
一

五
点

北
緯
三
三
度
一
五
分
五
四
秒
九
九
六
三

東
経
一
三
一
度
一
一
分
三
一
秒
六
六
三
〇

六
点

北
緯
三
三
度
一
五
分
五
二
秒
〇
二
二
八

東
経
一
三
一
度
一
一
分
三
三
秒
五
七
九
六

七
点

北
緯
三
三
度
一
五
分
五
一
秒
〇
二
一
〇

東
経
一
三
一
度
一
一
分
三
四
秒
四
四
八
一

八
点

北
緯
三
三
度
一
五
分
五
〇
秒
三
二
九
五

東
経
一
三
一
度
一
一
分
三
三
秒
一
三
三
九

九
点

北
緯
三
三
度
一
五
分
五
〇
秒
八
三
六
四

東
経
一
三
一
度
一
一
分
三
〇
秒
六
三
九
三

一
〇
点

北
緯
三
三
度
一
五
分
五
〇
秒
九
七
七
一

東
経
一
三
一
度
一
一
分
二
九
秒
七
一
三
一

一
一
点

北
緯
三
三
度
一
五
分
五
〇
秒
八
八
五
七

東
経
一
三
一
度
一
一
分
二
八
秒
六
五
二
五

赤
松

中
津
市

耶
馬
溪

町

大
野

赤
松
及

び
村
ノ

上

次
の
一
点
か
ら
一
三
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と

一
三
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

一
点

北
緯
三
三
度
二
九
分
一
一
秒
三
六
九
九

東
経
一
三
一
度
〇
四
分
〇
五
秒
四
六
六
八

二
点

北
緯
三
三
度
二
九
分
一
一
秒
三
五
四
二

東
経
一
三
一
度
〇
四
分
〇
三
秒
三
七
一
〇

三
点

北
緯
三
三
度
二
九
分
〇
九
秒
九
五
七
七

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

一
〇



東
経
一
三
一
度
〇
三
分
五
八
秒
六
八
九
九

四
点

北
緯
三
三
度
二
九
分
〇
九
秒
八
八
〇
二

東
経
一
三
一
度
〇
三
分
五
七
秒
二
九
四
二

五
点

北
緯
三
三
度
二
九
分
一
〇
秒
四
二
三
七

東
経
一
三
一
度
〇
三
分
五
五
秒
八
一
〇
〇

六
点

北
緯
三
三
度
二
九
分
一
〇
秒
三
三
〇
一

東
経
一
三
一
度
〇
三
分
五
八
秒
四
九
七
二

七
点

北
緯
三
三
度
二
九
分
一
四
秒
二
五
六
三

東
経
一
三
一
度
〇
四
分
〇
三
秒
一
五
〇
一

八
点

北
緯
三
三
度
二
九
分
一
四
秒
四
三
三
五

東
経
一
三
一
度
〇
四
分
〇
四
秒
九
一
一
五

九
点

北
緯
三
三
度
二
九
分
一
三
秒
九
五
三
五

東
経
一
三
一
度
〇
四
分
〇
五
秒
四
二
一
三

一
〇
点

北
緯
三
三
度
二
九
分
一
三
秒
八
四
〇
一

東
経
一
三
一
度
〇
四
分
〇
五
秒
六
五
六
五

一
一
点

北
緯
三
三
度
二
九
分
一
三
秒
五
一
五
二

東
経
一
三
一
度
〇
四
分
〇
六
秒
一
四
一
七

一
二
点

北
緯
三
三
度
二
九
分
一
三
秒
一
〇
九
〇

東
経
一
三
一
度
〇
四
分
〇
六
秒
三
八
二
七

一
三
点

北
緯
三
三
度
二
九
分
一
一
秒
九
九
九
二

東
経
一
三
一
度
〇
四
分
〇
六
秒
五
二
九
六

こ
れ
ら
の
土
地
に
伴
う
国
有
地
等
無
番
地
の
全
部

〇
警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
３０号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
大
分
県
警
察
職
員
の
人
事
記
録
に
関
す
る
規
程
（
平
成
２４年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
７
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
６
年
１０月

２９日
大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

第
２
条
第
２
号
中
「
電
算
職
員
履
歴
」
を
「
簡
易
職
員
履
歴
書
」
に
改
め
る
。

第
７
条
中
「
新
た
に
」
を
「
警
務
課
長
は
、
新
た
に
」
に
、
「
つ
い
て
は
」
を
「
つ
い
て
、
端
末
装
置
に

よ
り
」
に
、
「
電
算
職
員
履
歴
」
を
「
簡
易
職
員
履
歴
書
」
に
改
め
る
。

第
１０条

第
１
項
中
「
電
算
職
員
履
歴
」
を
「
簡
易
職
員
履
歴
書
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
電
算
職
員

履
歴
」
を
「
職
員
履
歴
書
及
び
簡
易
職
員
履
歴
書
」
に
改
め
る
。

第
１１条

を
削
る
。

別
表
の
人
事
記
録
の
欄
中
「
電
算
職
員
履
歴
」
を
「
簡
易
職
員
履
歴
書
」
に
改
め
る
。

第
１
号
様
式
及
び
第
２
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）

一
一



大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

一
二



令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
）

一
三



大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

一
四



事

業

名

着
手
年
月
日

完
了
年
月
日

県
営
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

（
た
め
池
整
備
）
（
ぐ
み
ヶ
谷
地
区
）

平
三
〇
・

九
・
二
九
令

六
・

三
・
一
四

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
）
（
野
津
原
地
区
）

平
二
九
・
一
二
・
二
八
令

四
・

一
・
二
五

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

（
農
道
整
備
）
（
野
津
原
地
区
）

令

二
・
一
二
・
二
四
令

六
・

八
・
二
七

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

ペ
ー
ジ

誤

正

別
紙
六

長
方
形１
：
２

１
：
２

別
紙
一
一

６１０km
６１０m

別
紙
二
二

８８０km
８８０m

〇
公

告

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
。

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

落
札
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

県
立
学
校
教
職
員
用
パ
ソ
コ
ン
等
賃
貸
借
契
約
（
長
期
継
続
契
約
）

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
教
育
庁
教
育
デ
ジ
タ
ル
改
革
室

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
八
月
十
九
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｔ
Ｔ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社

九
州
支
店

支
店
長

森

本

竜

介

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
前
二
丁
目
二
番
一
号

五

落
札
金
額

千
二
百
二
十
六
万
四
千
二
百
三
十
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
六
年
七
月
九
日〇

正

誤

令
和
六
年
九
月
十
八
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
六
一
）
に
登
載
の
大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号
（
国
土

利
用
計
画
法
施
行
令
に
よ
る
基
準
地
の
単
位
面
積
当
た
り
の
標
準
価
格
）
中
の
訂
正

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
６
年
１１月

１
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
警
察
本
部
訓
令
・
公
告
・
正
誤
）

一
五


